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はじめに   

１ たった一人の決断が地獄への道行だった。それは、ある時、東京電力

本店で行われた「御前会議（福島第一原発の津波対策の先送り）」の決断

だった。東京電力はこの時、新潟県の柏崎刈羽原発が、中越沖地震の影響

で、すべての原発の運転を停止していた。この復旧工事の費用と、運転停

止に伴う収入減と合わせて、大幅な赤字経営に陥っていた。  

 平成 22 年のある日、福島第一原発の土堂広一副所長が、双葉町役場の

町長応接室で、双葉町長と対面していた。話題は第一原発の地震対策につ

いて（この時、津波について決して言葉にせず）、地震対策工事に着手す

る時期については、柏崎刈羽原発の改修が終わり、運転再開し、債務超過

を回復した後になるということを話題にしていた。双葉町長はこの時、本

店の「御前会議」の内容など全く知らされておらず、土堂副所長の話をき

くだけだった。 

 

２ 双葉町にはこの時、福島県から示された平成 17 年度「福島県沿岸市

町津波避難計画策定の手引き」を基に、双葉町の津波避難計画の素案（甲

ロ第 112 号証）が、平成 19 年に資源エネルギー庁の委託で㈶電源地域振

興センターが請け負い、平成２０年３月に双葉町津波防災計画策定基礎調

査報告書が作られていた。 

 この報告書に目を通していた双葉町長は、中央防災会議の「長期評価」

の内容とか、東電設計が報告した福島第一原発に波高 OP＋15.7ⅿの津波

予測など全く知らなかった。知っていたのは、福島県が示した津波避難計
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画策定の手引きに記されていた双葉町の最大波高の OP＋3.8ｍだったの

で、土堂副所長が OP＋15.7ⅿの波高を知りながら、地震対策のみの話題

にしていたことは、双葉町長辞任後まで知らなかった。 

 たった一人の決断について、本店の「御前会議」で示された「津波対策

は不可避」という上申を、勝俣恒久社長が下した「対策工事は不可」とい

う決断と、東電の「柏崎刈羽原発復旧工事優先」という誤導により、たっ

た一人の双葉町長の判断が日本の命運を変えてしまった。 

 たった一人、それぞれの二つの判断には、OP＋15.7ｍの波高を知りなが

ら津波対策を指示しなかった一人と、「OP＋15.7ⅿ波高の不告知」によ

り津波対策を求められなかった一人とは、正と負の対立関係にある。 

 

３ この二人の対立を知りながら、規制を行わなかった規制主務省庁の経

済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院が加わり、本件事故後は二

（被告国・同東電）対一（原告）となり、前期（本件事故前を「前期」と

いう。）に執り行った行為（防災訓練等）、約束（事故対応の法・マニュ

アル等）を、事故発生時（平成 23 年３月１１日から同年１２月３１日ま

でを初期と呼ぶ。尚、平成２４年１月１日から現在までを中期と考えてい

る。）には原告ら（発電所周辺自治体 6 町）を、優越的地位を悪用し、事

故対応体制から合意・委任の手続きもせずに、勝手に排除するという破廉

恥で、「卑怯極まりない不作為」を初期からから今日までに至っている。 

 特に被告国は、前期の法律に定められていた、原子力災害から国民（以降、

発電所周辺監視区域外の双葉町民を「国民」という。）の生命、身体及び財産

を保護せよという定めを葬り、挙句に原子力事故被ばく被害回避の最高の手段

である、放射性物質から離れる必要性を世論操作で、100 ミリシーベルト以下

は発症しないと「国民」を騙して（甲ロ第 113 号証）、避難をさせなかった規

制主務省庁の責任を、国際機関という美名のウソの策文で国民を騙し、甚大な

被害を国民自身の「自助」に責任を転嫁している。 

４ このような、明確な責任を不問にさせているのは、津波対策をしても事故

は防げなかったという、最高裁判所の裁判官らの「国民」を愚弄した公務員職

権濫用罪と思しき判決である。 

 当準備書面は、「その 1」として、被告国第２６準備書面への反論の根拠を
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示すことを本旨とし、「その２」に反論の本文を述べることとする。 

 「その１」の表題を「仇返し」としたことは、「庇を貸して母屋を取られる」

の例えと同意であり、福島第一原子力発電所の５・６号機が立地している場所

は、双葉町行政の管轄下に在り、被告東電に利益をもたらした恩義があるのに、

この恩を、原発事故の随伴事象によって、双葉町災害対策本部の管轄権・順法

義務を「空疎にして怨念」に変えてしまったことを表現している。 

 

第 1 章 前 期（本件事故前のことを言う） 

１ 原告の知見の提示 

（１）審議官の事故後の言い逃れ 

 下記の、平成 27 年 10 月 25 日 高知新聞記事（甲ハ第 189 号証）には、原

子力安全・保安院の根井寿規審議官が、平成 22 年度に行ったプルサーマル運

転承認のための、福島県原子力安全確保技術連絡会会議に絡んだ新聞記事で、

本件事故後に以下のように「重要施設の水密化はできたかもしれない」と語っ

ている。 

 

 同上記事を読んでいくと、2011 年 3 月 11 日、東京電力福島第一原発を襲っ

た大津波は、「機会はあったのに重要な津波評価が後回しになった。」と根井
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審議官は自分の責任を語ることもなく、「機会はあったのに～」と無責任なこ

とを言っている。「前年だったので震災までに」という言葉は、聞き捨てにで

きない。前年を 2010 年 3 月 11 日だとすれば、全ての発電所の運転を停止して、

燃料プールは 100℃以下にしておけば、2011 年 3 月 11 日の時点で、外部電源

の遮断と大地震並びに大津波が発電所を襲っても、核燃料は臨界に達すること

なく、水素ガスの発生と爆発はあり得なかった。「防潮堤など本格的な津波対

策が間に合ったと思わないが、」とは責任逃れを語っている。下記に記したよ

うな、長期評価の隠ぺいや、東電設計が報告した OP＋15.7ⅿの波高の津波の

情報が隠されなければ、地震・津波対策が完了するまで、第一原子力発電所の

運転は止めるよう、双葉町は要請していたので、防潮堤など本格的な津波対策

が間に合わなくても、過酷事故は防げた。「重要施設の水密化などはできたか

もしれない。」これも、防潮堤など本格的な津波対策が完成するまで発電所の

運転を止めさせたので、同時に水密化は完成していたと判断できる。「一般に

再稼働やプルサーマルを実現したくて、」と「地元の要求を丸呑みするというこ

とが、」は、地元が安全を無視していると思わせるようなことを語っているが、

原告らの原発所在町とのすり合わせのない根井審議官のウソに、全く取り合え

るものではない。 

「2011 年 3 月、東京電力福島第一原発を襲った大津波は、何年も前から危

険性を警告されていたにもかかわらず、危険性が隠ぺいされ続けたことが『本

件』の原因になった。一つのチャンスは事故の前年。同原発 3 号機でプルトニ

ウムを含む燃料を使用する『プルサーマル運転』を行うことを福島県が了解す

る条件として、原発の耐震安全性が求められた時だ。『政府部内にも津波対策

を求める声もあったが、国策のプルサーマル推進が優先され、チャンスは捨て

られた。』」とあるが、チャンスを捨てた安全・保安院が言う言葉ではない。 

 原告はなぜ、ここに上記の新聞記事を載せたのか説明すると、被告国が言う

科学的根拠の論拠を検証するための、場所（個所）、用法、形状、機器・装置

等の重力加速度値、塑性限界値、ズレ・変位、その他の強度、脆性破壊試験値、

腐食・減肉、もろさ及び用途別・種別、数量、単位、公差など各項目の計算式並

びに計算結果等があいまいにされているので、被告国がいう「科学的根拠」の

追試ができないからである。 
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 「原子力利用推進や政治から独立させることがいかに大事かという教訓だ。」

とは、納得できない言葉だ。原告は「原子力行政はウソの塊で、規制の独立を

天下りや政治献金で汚染されていた」ために、安全規制がでたらめだった結果、

事故を招いた「人災」であると判断している。 

 

（２）甘利明経産大臣の新聞広告  （甲ハ第 190 号証） 

 ≪以下は、2007 年３月 29 日朝日新聞広告記事≫ 

 

 上記は、異例で経済産業大臣が自ら名乗り、総点検の 4 つのねらいとして、

「過去の不正を清算、不正を許さない仕組み、事故・トラブルの情報を共有、安

全確保を大前提に」というスローガンが示されていて、「世界で一番安全安心

な原子力立国を目指します。」と、過去の不正を反省し、世界で一番安全安心

な原子力立国になると宣言している。 

 世界で一番安全安心であるはずの福島第一原子力発電所は、３・１１になす

術もなく壊れたのは、「世界で一番危険な発電所でした」という正体
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を、立証したのである。 

 本件事故後、甘利 明議員から、本件事故についてコメントされていないが、

世界で一番安全安心な原子力立国ではなかったと、被告国が福島第一原子力発

電所の事故についての釈明をすることが、当裁判で必要だと考えている。 

 

（３）枝野幸男官房長官のつぶやき  （甲ハ第 191 号証） 

≪下記は、2011 年 8 月２5 日 朝日新聞夕刊より≫ 

 

上記の記事を抜き出すと［枝野氏は、「大規模な津波の到来の可能性を東電は

2008 年に認識しており、十分に対応する時間的余裕があった」と指摘。東電か

ら報告を受けながら公表しなかった保安院についても「（政府の事故調査・検

証委員会が）調査しなければ出てこなかったというのも遺憾だ」として、対応

を批判した。］と記されている。 

 この記事は、時の官房長官の発言なので、大変重いものと、原告は受け止め

ている。原告が解釈する「十分に対応する時間的余裕」とは、双葉町が東京電

力と結んでいた「安全確保協定」に基づいて、福島県原子力安全確保技術連絡

会で、「大規模な津波の到来の可能性」について、協議・討論し、その結果を、

福島県原子力安全確保連絡会で、被告東電と被告国に報告・説明させ、それを

審議し、発電所所在町の意見を集約する必要があった。 
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 この記事の内容から判断できるのは、大津波が予見されていたのだから、

「想定外」という事故の責任回避は不可能だということである。 

 しかし、発電所所在町は不利益情報の不告知によって、「大規模な津波の到

来の可能性」について、審議すること、意見集約すること、対策が完成するま

で発電所の運転を止めることを要求することが妨げられて、本件事故を防ぐこ

とができなかった。 

 ここで、枝野幸男官房長官自ら、分かっていながら発電所の津波対策をさせ

なかった原子力安全・保安院の「不作為」を立証している。 

 

（４）平成 22 年度 福島県原子力行政のあらまし （甲イ第 19 号証）（91 頁） 

原告らは、常に原子力事故の発生に脅えていた。原子力発電所から毎日届け

られる膨大なトラブル情報に、気を休めたことはなかった。我慢に耐えられな

くなると、下記のような安全対策について、東京電力株式会社に対して、安全

優先で事業の継続を行うよう要請を繰り返し行っていた。 

したがって、本件事故は決して想定外ではないことは、下記に示したように

福島県内の行政組織を挙げて、発電所所在地として安全対策を最優先課題とし

ている強い意志を東京電力株式会社に伝えていた。 

福島県にある原子力発電所が、通常において福島県民への信頼性が欠如して

いたから、以下のような申し入れを行った。ここには、福島県内の全ての行政

組織が入っているということは、当然双葉町も含まれている。 

○ 福島県の 6 団体 

平成 19 年９月 11 日、福島県、県議会、市長会、市議会議長会、町村会、町村議会議長

会の６団体が合同で、国や各政党に対して、原子力発電所の安全確保について下記の緊

急要望を実施した。 

⑴ 耐震安全性の確保、強化について 

  ① 今般の耐震安全性に対する不安を根本から払拭するため、新指針に基づく原
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子力発電所の耐震安全性の再評価を行う公平・中立な第三者委員会を国において設

置し、最新の知見をもとに活断層の状況等も含め、速やかに福島第一・第二原子力発

電所の再評価を行い、地震国日本における原子力発電所の耐震安全性に対す

る信頼回復に努めること 

  ② 今回、想定外の事態が発生したことを踏まえ、原子力発電所の総合的

な耐震安全性確保・向上の取組みについて、早急に抜本的強化を図ること 

   ・ 県民に対する情報公開を一層強め、県民の不安解消に努めること 

   ・ 柏崎刈羽原子力発電所で発生した火災や放射性物質の漏えいなどのトラブ

ルについて、徹底した原因究明を行い、耐震安全性を強化すること。 

ここに、福島県すべての行政機関が、耐震安全性の強化について被告国及び

被告東電に申し入れを行っていた。したがって、SBO対策を行わなくてもよい

という、意思を示していないことが分かる。むしろ、徹底した耐震安全性を強

化するよう、申し入れを行っていたことが、ここに証明される。 

 平成２２年福島県原子力行政のあらまし（95頁） 

 

 上記は、平成22年7月の記録である。「7月26日に、原子力安全・保安院が、

福島第一原子力発電所３号機の耐震安全性評価中間報告書において、耐震安

全性評価を妥当とする見解を示している。」ことに注目しなければならない。

中間報告書の内容が妥当とされた後に、本件事故が発生したのだから、「妥

当」ではなかった。原子力安全・保安院の妥当とした判断が、間違いだった
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ので本件事故に至ってしまった責任は、原子力安全・保安院に存在する。し

たがって、被告国は本件事故後に、責任を免れることは絶対にできない。 

 

（５）原発津波対策はなぜ後手に （甲ハ第 192 号証） 

ここで問題にしなければならないのは下記に示した、2015年10月25日付の

高知新聞記事に、被告らが、本件事故を惹起させた内容（真因）が記されて

いることである。 

「2011 年 3 月、東京電力福島第一原発を襲った大津波は、何年も前から危険

性を警告されていたにもかかわらず、危険性が無視され続けたことが問題になっ

た。一つのチャンスは事故の前年。同原発 3 号機でプルトニウムを含む燃料を使

用する『プルサーマル』を行うことを福島県が了解する条件として、原発の耐震

安全性が求められた時だ。政府部内にも津波対策を求める声もあったが、国策の

プルサーマル推進が優先され、チャンスは捨てられた。」 

 原告はなぜ、ここに上記の新聞記事を載せたのか説明すると、被告東電と被

告国が言う「想定外」に納得できないからである。原告がもし、隣の家に糞尿

やがれきを無断で放り投げたら「想定外」、建設残土を公道に廃棄しても「想

定外」、他人にお茶を振りかけても「想定外」、まして、発電所敷地内にごみ

を投げても「想定外」と言えるだろうか？しかし、被告らは、無断で放射能を

浴びせさせたが、知らないふりをしている。これが彼らの常識なのだろうか。

原告はみだりに想定外という言葉を使うことはない。 

 

下記の資料を、人の道理・条理から判断すれば、被告らが無罪でいられるはず

がない。 
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≪以下は、高知新聞記事を分解貼り付けしたもの≫ 

 

 上記枠内は、原子力安全・保安院の体質が示されている。また、小林勝は 

「昔から耐震安全性の審査をやっている人には、事業者の言いなり」と耐震安
全審査室長が語ったことは、ウソでしたということにはできない。 
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 前頁の上段右には、保安院は事業者から軽く見られていた。同上段左には、

小林は貞観津波への懸念を強めていた。とそれぞれ語っている。原子力安全・
保安院の体質の現れなので、本件事故には何もしなかったと判断する。 

 同下段には、「小林は3号機の津波評価の実施を当時の課長の野口哲男に直

訴したが、野口らに圧力をかけられた」とは、野口が事故を惹起させたのであ
る。 
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 前頁の下段では、岡村行信が指摘した「貞観の地震というものがあって、津

波に関しては非常にでかいものが来ている。調査結果も出ているが、全く触れ

られていない」。「貞観の津波が再来したら福島第1も無事では済まない。」

は事実だった。 

 上記では、「その2か月後、福島県原子力安全対策課長の小山吉弘はその耐

震安全性確認の範囲をめぐる折衝で資源エネルギー庁を訪れ、原子力立地・核

燃料サイクルー下段―産業課長の森本英雄と相対した。～小山によれば、森本

はこう迫った。「津波などは含まない評価でいいんですね」。小

山と荒竹は「国で判断してほしい」と繰り返す。森本は実名での取材に応じて

いないが、了承と受け取ったとみられる。 
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前頁下段では、経産相 直嶋は「そうしようか」と述べ、

「津波抜き」に同意した。ここで本件事故の不作為が
確定した。 

上記について語ると、福島第一原子力発電所3号機にモックス燃料を装荷

する事案、いわゆるプルサーマル推進会議に使う資料の中に、津波を議題と

する記述を加えないように、福島県とエネルギー庁が密談をしていたことを

暴露した記事である。この密約によってまとめられた会議資料で、福島県原

子力安全確保技術連絡会は、地震のみの安全確保を議論した。 

  原告は、この時の会議資料をつぶさに調べると、津波についての設問と議
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論の記述はなく、地震についてのみの安全性の確保がなされているという、

「津波抜き」の虚偽で、3号機にモックス燃料の装荷を認めさせられたこ

とが判明した。 

この会議を経て、双葉町役場職員の復命書に、原告は押印してしまった。

事実が伴わない報告書を作らせられた職員を責めるよりも、インチキな作文

を事実と思わせた被告国と福島県の責任は、本件事故を惹起させた津波対策

を実施する以前の責任が、この新聞記事で示された。 

  原告が、ここに上記会議の偽装工作を示したのは、津

波対策をしたのか、しなかったのかの現場の議論の前に、

事務屋たちが津波対策をしないように、工作をしていた

不作為を示すためである。本件事故の真因が見えた。 

（６）双葉町の広報誌は重要な証拠 

ア 平成 17 年度 双葉町広報誌「エネルギーのまちふたば」（甲イ第 53 号証） 

 

  上記は、双葉町民の安全が保障されたものである。 

  「原子力発電所は、いかなる地震でも事故を起こしたり放射性物質が環境

に放出され安全性が損なわれることのないように建設されています。『敷地
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内で想定されるどんな地震力に対しても、原子炉を安全に停止し、冷やし、

放射性物質を閉じ込める機能が十分に確保されるよう耐震性を持たせること』

が原子力発電所の耐震設計の目的です。」と日本原子力文化振興財団が語っ

ている。しかし、本件事故では地震・津波で、民間建築物よりも簡単に発電

所が壊れた原子力発電所の耐震設計の目的とは、なす術もなく発電所が壊れる

耐震設計だったことを示した。 

  さて、上記の右側にも、注目しなければならない。地震対策の 7 つのポイ

ントが記載されているが、❼には、「津波に対する対策」が記されている。

この広報誌は平成 17 年度版なので、2011 年 3 月 11 日から遡ること 6 年前

に作られていたので、原子力発電所の地震対策は❶から❼まで完成していな

ければならない。完成していないことを記載していたら、虚偽公文書作成同

行使になってしまうので、日本原子力文化振興財団には責任がある。しかし、

本件事故では福島第一原発はすべての機能が停止し、爆発までしてしまった。

上記の広報誌の内容はウソだったので、本件事故は人災である。 

 

イ 平成 21 年度 双葉町広報誌「エネルギーのまちふたば」（甲イ第 54 号証） 

以下の事柄が記されている通り、7 つの対策が施されているので、双葉町と

してはこれを信頼していたので、津波については何も心配することはなかった。 
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 上記資料の 16 頁には、以下のような理が記されている。 

【★基本的な考え方 原子力発電所の安全確保の基本は、周辺環境や人々に放射

線による影響を及ばさないことです。そのため原子力発電所は「多重防護」の考

え方を基本としています。万が一のときも原子炉を「止める」「冷やす」放射性

物質を「閉じ込める」ことで「安全を確保しています」。】はウソだった。 

≪多くの国民並びに世界中の皆さんは、上記のウソを下記の映像で確認した≫ 
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≪上記は、平成２３年３月１３日 福島民報新聞記事≫ この姿が、被告国

がいう事故前の「科学的・技術的知見の正体」と原告は理解している。 

１号機の爆発物はやがて、原告の頭上に達し、更に北上していった。この風

下の住民たちは、おびただしい被ばくをさせられてしまった。 

これで、「止める」「冷やす」「閉じ込める」ができたと判断する人は、だ

れもいない。原子力発電所の安全確保というふれこみは、ウソだったからこの

ような、破廉恥な姿を巷間に晒したのだ。 

この瞬間に、発電所周辺自治体並びに住民及び国民に、原発は安全だという

「ウソの正体」をさらけ出したのである。 

 

 

上記の記述に大きな怒りを感じる。原子力発電所を立地する双葉町は、ここ

の記述はウソでしたと、言い訳をされても赦せるはずがない。 

「敷地内で想定されるどんな地震力に対しても、原子炉を安全に停止し、冷

やし、放射性物質を閉じ込める機能が十分に確保されるよう耐震性を持たせる

ことが原子力発電所の耐震設計の目的です。」と、ここで安全規制の目的

を明言している。「津波対策をしても本件事故は防げなかったという判示」と

は真逆であることがここで証明される。双葉町のこの資料をよく見てから判示

しろと言いたかった。 

ウソによる事故で、全ての責任を転嫁させられ、「自助」というマジックに、

双葉町民が放射能のぷんぷんする町へ帰還させられている姿を見ると、ますま
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す怒りが収まらない。 

 

  上記表は、非常に大切なことが記載されている。上記表を詳述するが、左

欄の上段には「設計段階における安全性の確認」、その下段には、「建設、

運転段階における安全性の確保」と理がここに記載されている。 

  中欄の対策と説明を合わせて解説していくと、「①徹底した調査：敷地の
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地質・地質構造はもとより、周辺部を含め活断層や過去に発生した地震等を

詳細に調査」と示されていた。「②極めてまれな地震動をも考慮した設計：

極めてまれながら使用期間中に発生すると想定される水平方向と鉛直方向の

２方向の地震動に対しても、安全上重要な機能は失われないような設計」と

示されていた。「③詳細な解析評価：信頼性の高いコードを用いて、想定し

た地震動が発生した時の重要な建物・機器等の複雑な揺れについて解析し、

耐震安全性を詳細にチエック」と詳細な安全解析が示されていた。「④支持

地盤及び周辺斜面の安全性を確認：耐震安全上重要な施設を設置する地盤が、

地震に対して十分な支持力を有していることを試験や解析を実施して確認す

るとともに、地震随伴事象として想定される施設の周辺斜面の崩壊等によっ

ても、原子炉施設の安全機能に重大な影響を与えないことを確認」と記され

ていたので、想定外などという言い逃れは絶対にできない。「⑤津波に

対する安全性の確保：地震随伴事象として想定される津

波について詳細な数値シュミレーション等を実施して施

設の安全機能に重大な影響を与えないことを確認」と記

されているので、津波による発電所の崩壊は、あり得な

いことである。「⑥十分な支持性能を持つ地盤に建設：地震による揺れ

の振幅が小さく、十分な支持性能があり、すべりや有害な沈下等を生ずる恐

れがない地盤に建設」と記されているので、地震で原子炉施設が壊れること

は考えられない。「⑦自動停止機能：一定以上の揺れを検出したときには、

速やかに原子炉を自動停止させるシステムを整備」は、必須事項である。

「⑧振動台や加振機による耐震性の実証及び耐震限界の把握：振動台や加振

機を用いて、実機や実機相当の試験体に設計を上回る地震力を加え、施設の

耐震性の実証、設計裕度の把握、設備機能の維持及び解析に用いたコードの

妥当性を確認」と記されていた。上記記述について、ひとまとめに批評する

と、至って当たり前のことが示されているので、被告らの責任は免れない。 

以上の出典は、㈶日本原子力文化振興財団「原子力・エネルギー」図面

集（2009）から、平成 21 年度 双葉町広報誌「エネルギーのまちふたば」に
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掲載していたものである。 

  上記の記述は、原告第 37 準備書面（その２）に、後程、引用することを

明記しておくことにする。 

 

（７）福島第一原子力保安検査官の約束 （甲イ第 55 号証） 

  以下の資料は、原告が双葉町長に就任間もない非常に忙しいところ、都筑保

安検査官事務所長がアポイントをとり、詳しい説明をしたものである。 

  この説明をこの時聞いて、安全・保安院の約束と原告は理解していた。 
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  上記資料には、保安検査官の義務が明瞭に記載されている通り、何も疑い

や異論はなかった。いや、常時、保安検査官は真面目に保安検査を実施して

いたと思っていた。 

このような立派な業務を行っているので、事故トラブルなど起きると考え

たことはなかった。 

しかし、どうして本件事故を惹起させたのか不思議でならない。 

本件事故は、原告の信頼を裏切り、オフサイトセンターの機能を立ち上げ

ることなく、原告らを合同対策協議会から断りもなく排除したことは、決し

て許せない。この排除による被害・損害は永遠で、終わることはない。 
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（８）被告東電の津波安全宣言 

ア 津波に対する安全性について  （甲イ第 56 号証） 
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 平成 10 年 6 月時点のこの資料の判断では、第一・第二原子力発電所は津波に
よる被害がないと判断しているが、答えは大きく間違っていた。 
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 上記表は、福島第一と第二との大きな違いが示されている。これは、平成 10

年に分かっていたので、本件事故は想定を偽装していることが分かる。 

 

イ 被告東電は、869 年貞観地震を語っている ❶ （甲ロ第 114 号証） 
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 上図は、貞観地震と塩屋崎地震との対比に信ぴょう性がない。 

貞観地震がなぜここの

位置なのか疑問がわ
く、信ぴょう性がない 
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原告がここに証拠として掲示したのは、第一に、被告東電は「貞観の地震・津

波」についての知見があったこと。しかし、上記のグラフを書けるまでのデータ

はなかったはずだが、グラフ化したことの不思議さに違和感があること。   

このグラフのおかしさは、それぞれの動線が相似形になっていること、原告は地

震学の専門家ではないので、単純な疑問を述べているに過ぎないが、納得できな

い。 

  

 原告がここで注目しているのは、下記図の「仮想塩屋崎沖の地震」の正体で 

ある。 

まず、おかしいのは、仮想塩屋崎沖の地震の求め方に違和感があること、仮想

であればグラフに固定した線を入れることができないのではないのかという疑問

がわく。次に貞観の地震の数値の根拠を、どこに求めたのかが不明であることで

ある。しかも、基準地震動から安全域が大きく離れていることも違和感がある。 
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 一番おかしいのは、仮想塩屋崎沖地震動と貞観の地震動の動線が、相似である

ことが不思議である。地震の発生場所は特定できないのであるから、貞観地震の

動線と、塩屋崎沖地震の動線②③が相似することは、この図に信頼性はないこと

を自ら示していると判断できるので、この（コメント回答）をウソの証拠として

扱うことにする。 

 

 

 

   上記図は明確な虚偽の作文である。 

貞観の地震 

仮想塩屋崎沖地震 

基準地震動 
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ウ 津波に対する安全性もウソ ➋  

○大地 25 メートル削る 福島民報記事 平成 23 年７月 19 日 （甲ハ第 193 号

証） 
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 この記事で言わんとすることは、本書 21 頁に記した「原子力発電所の地震

対策」【安全確保のための 8 つのポイント】に示されている「対策及び説明」

を詳読して、この記事と比較すると、安全軽視されていたことがよくわかる。 

 原発の安全はお題目だったので、実際は甚大な事故に繋がったのだから、言

い訳や余計な解釈は、原告ら双葉町民には必要がないのである。 

 本件事故のバックグラウンドは、形と結果が伴わない紙上の祝詞だったので

ある。本件事故では、事故前のウソを隠すためにもっと多くのウソを拡散させて、

世論操作をしている。現場から被告らを眺めると、ウソを作出する姿はみじめで

悲壮である。 

 

 

エ  8 メートル津波で建屋浸水  民友新聞記事 （甲ハ第 194 号証） 

 当新聞記事は、温故知新の大切さを改めて示してくれている。原告は本件事

故前に、国の 99 年予測図を見た記憶がない。この記事で考えなければならな

いのは、第一原発の敷地内にはドライサイトという、考えは存在していなかっ

たということである。そもそも、ドライサイト・コンセプトなる言葉を事故前

の報告文書、会議記録等で原告は一度も見たことがない。事故を隠す後知恵の

言葉である。この予測図は、本件事故後の浸水エリアを実現するほど正確なも

のだった。 
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 「現在、防災対策を所管する内閣府の担当者は『当時の推計では沿岸部の詳

細な地形や高低差を加味できず、予測図の通りに浸水するわけではない。自治体

に防災対策の基礎資料にしてもらう意図だった』と説明。」と事故後に語って

いるが、当時の担当者の実の声を聴かない限り、責任回避の後知恵の言葉に原

告は左右されることはない。 

 しかも、この図には、被告らが主張している南側だけから、15.7m の津波が

来るということは示されておらず、南防波堤と北防波堤の間を津波が、1 号機

方向に向かっていることも見逃せない。 

 したがって、この図は、被告東電の意向に沿ったものではなく、国土庁が原

子力利益相反関係者らの政治力学に左右されないものと判断している。 
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オ 福島民友新聞記事 平成 30 年５月 1 日 （甲ハ第 195 号証） 
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 上記は、平成 30 年５月 1 日付けの福島民友新聞記事。原告が「津波対策は

不可避」という資料を目にしたのは、株代訴訟の資料中から発見した。係る資

料を見たときは、かなりのショックを覚えた。後述するが、平成 20 年 9 月に

福島第一原発の第二応接室で、本店の担当者と小森発電所長以下、時折、双葉

町役場に顔を出してトラブル報告や、打ち合わせをしていた副所長以下社員た

ちが、津波について秘密会議を行っていたことを知った時、平気顔でウソを原

告に申告していたのだから、怒りが永久に収まらない。 

 この記事の内容は、悪質極まりなく、本件事故は決して想定外ではなく、確

信的でその場限りの隠ぺいとウソで、引き起こした「事件」であり、原告ら発

電所周辺自治体及び住民に対する背任である。 

 ウソを暴いたこの記事に、感謝するが、怒りは永遠に続く。 
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カ 福島民報記事  （甲ハ第 196 号証） 

 

 この記事の内容も絶対許せない。これだけ、発電所周辺自治体が騙されたの

だから、司直が動かないのがおかしい。まさか、司直が放射能に汚染されてし

まい、機能不全になったわけでもあるまいに、全く、おかしいと考えている。 
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 国民がかつてこれほど、企業犯罪に侵された歴史はない。過去の 4 大環境汚

染事件を合わせても、くらべものならないほど規模は大きい。日本の歴史上、

環境汚染が、加害者側の工作で矮小化されたのは初めてのことである。 

 原告が本件事故を犯罪だと考えるのは、加害者たちによって、被害者が不利

益に扱われていることである。上記の記事から見えるのは、事故の当事者、い

わゆる債務者が、ウソと隠ぺいと言い訳で、被害者（債権者）を優越的地位で

もって、情報を操作し、騙している実態は、過去に例がない。 
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● 事実は正直だ（日本学術会議資料から転載） 

 左図は、被告らの工作図。      右図は、3・11 に襲った津波の波高。 

 

 上図は、どちらも正直である。左図はウソだったことを見事に示している。

右図は、ドライサイトという造語を見事に打ちこわし、OP＋10ｍ盤がたっぷ

りウエットサイトに浸水している事実を示している。 

 右図は津波対策をしていないから、発電所が壊れたことを証明している。こ

こで問題なのは、津波対策を行っても本件事故は防げなかったと

いう判示について、最高裁判所はどのような言い訳をいうのか、楽しみである。 
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キ 朝日新聞記事 平成 30 年 3 月 18 日 （甲ハ第 197 号証） 

 

黒木審議官の話：「福島の事故は、歴史的に認識できていた津波で起きた。

安全規制の敗北だ」と語っている。黒木審議官は本件事故を「想定外」とは語

っていない。原告は、これは真実を述べていると認める。安全規制の敗北はそ
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の通りだが、保安院の証拠隠滅に手を差し伸べた「規制庁」には、多くの戦犯

という責任ある者が移っていった。その者たちが現在、原子力の安全規制を担

うことは、ドロボウに追い銭のようなものと観察している。 

  

● JENS が実施した溢水の前兆事象評価 

以下は、日本学術会議「2017 年 8 月 1 日福島第一原子力発電所事故以前

の津波高さに関する検討経緯―想定津波高さと東電の対応の推移―」から引用 

 

 上記    枠内には、「『～水密扉等の浸水防止対策が有効である』と、
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JNES から報告されている。」と記されている。したがって、原告が津波から

福島第一原子力発電所を守るための水密扉を設ける考えは、当然だと判断して

いる。 

 

 

（９） 第一原発の秘密会議録       （甲ロ第 115 号証） 

       資料 72 甲 A100 ２．３丁 「耐震バックチェック説明会 

（福島第一）議事メモ 平成２０年９月１０日」 

○日時：平成 20 年 9 月 10 日 13:15~15:10 

 〇場所：福島第一原子力発電所第二応接室 

 〇出席者 （福島第一）計 18 名  

小森所長、高橋ユニット所長、町田ユニット所長、北村副所長（広報）、 風見技術総

括部長、原口広報部長、高儀一全部長、川野二全部長、山本技術部長、 稲垣高経年化

PJGM、佐藤保全計画 G M、柴崎土木 G M、金谷建築 G M、他 （本店地震対策セン

ター） 山下センタ ー所長、機器耐震技術 G 村野 G M、土木耐震 G 百瀬 G M、 土木

調査 G 金戸、建築耐震 G 小林（和）、新木、地震対策総括 G 中山（記） 

 ○議事概要 (1F、 2 F 共通） 

 耐震バックチェックについて、地震対策センターより、以下の項目について説明を実

施。  

・ 1 F、 2F 耐震バックチェック中間報告の概要  

・ 「耐震バックチェックに反映すべき事項」 (9 月 4 日 NISA 指示文書）の概要  

※福島サイトは内陸地殻内地震による地震動が比較的小さいため、指示文書に

より短周期レベルを l. 5 倍として も評価結果にほとんど影響がないことを説

明。 

・ バックチェックに係る今後の対応（計画見直し、・・対外アナウンス、想定工事範囲、 
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PLM への影響）  

・ 屋外重要士木構造物に対するバックチェック検討状況 

・ 津波に対する検討状況（機微情報のため資料は回収、議事メモには記載しない） 

 〇主な質問 ・意見  

・NI S A 指示文書による影響について、本店にて取りまとめる予定。（山下センタ ー

所長） 

・ 液状化に対する方針は？（小森所長）  

→ 重要な設備の地盤はおそらく大丈夫だが、B C クラス設備は液状化の可能性もある。

機能要求のある B C クラス設備を洗い出し、必要なものは対策していく ことになる。

（百瀬 GM)  

→ B C クラス設備に対する方針は、本店にて現在検討中。（山下センター所長）・ 評価

基準は終局耐力が？（高橋ユニット所長）  

→ : ⅣAS０SS でも耐えられる、と言わないと運転停止させられかねない。バックチェッ

クというよりバックフィットに近いが、仕方がない。（山下センター所長）  

・ 配管は、先行して補強しておいて解析結果が出てから追加で補強するのは技術的に 

難しいのでは。 （高橋ユニット所長） 

 → 解析の手がついた系統から先行実施してほしい。 （村野 GM)  

→ 配管は、解析結果が出る前でも現場調査などは先にやっておける。材料手配のリー

ドタイムが心配なので、早めに手を打っておく必要がある。（小森所長） （北村副所長

に対して）．全プラントまとめて最終報告するのか、中間報告している 1 F 5 などを先

行して最終報告するのが良いか？（高橋ユニット所長） 

 → プルサーマルとの絡みもあるので一概に言えないと思う。（北村副所長） 

 → 結果が厳しそうな 1F 1 やプルサーマルの 1F3 などを優先 して報告すること はでき

るか？（高橋ユニット所長） 

 → 可能と思 う。（山下センター所長）  
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・ 「止める、冷やす、閉じ込める」設備だけでも全プラント早めに評価結果を

出せな いか？中間報告した 1F5 の結果を利用したり、 78 万プラント同士コンポーネ

ン トが 似ていることを利用したり。（小森所長） 

 → そうせざるを得ないと思う。（山下センター所長） 

 → 2F とあわせて、来年 3 月くらいに公表するのが良いのではないか。（小森所長） → 

2F でもそのような意見があった。（山下センター所長） 

 ・今後検討が必要な事項の検討主体は？（川野二全部長）  

→ BC クラスの対応方針は本店にて検討中だが、個別設備に対する対策検討はサイ ト

でやってほしい。本店のマンパワーが足りない。本店、サイ トでカウンターパートを

個人単位で決める必要がある。（山下センター所長） 

・ PLM は BC クラスヘの補強などの対策も要求され、耐震バックチェックと比べて 

おかしい。国と折衝してほしい。（稲垣高経年化 PJ GM) ・ 

 → NI S A 審査課と折衝している。プラント全体としての被ばく量評価で説明して い

くことなども検討していく。（村野 GM)  

・バックチェック工程の遅れを対外的に説明する際、解析のマンパワー不足について 

も触れるが、それがメインの理由になってはいけない。これまで嘘をついて
きたことになってしまう。（小森所長） 以 上 

 

 原告がこの資料を目にしたとき、信じたくなかった。第一原発の小森所長、

副所長、部長らは、時折、双葉町役場に来庁して、説明や打ち合わせを行って

いたので、二重面相だったのかと、東京電力株式会社という組織に、信頼では

なく猜疑心を持つようにした。その心は、経営者らだけでなく、全社員も一蓮

托生で、事故の加害者だと決めつけることにした。 

 原告の現在の心境は、善意の心境から、憎しみの心境に変化したのである。 
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 10 日の福島バックチェック説明の件、  

・説明時間は全体で 1 時間 ということ、及び、 津波については、真実を記載して資料

回収 ということなので （前者は今ほど閏きました）、 今朝、高尾さんには最悪、分厚

く なってもよい、という話もしましたが、 

 1 計算結果（上記の通り、資料回収ですので武藤さんに説明している内容を記載： な

んらかの海岸構造物で対応する湯合（原文ママ）も相当な規模、近傍集落への影響か

ら現実的ではない） 

 2 今後の対応（パックチェック報告時には、津波について H14 土木学会バック チェ

ックベース、でいけないかについて、有識者の理解活動（推本をプラクティス化 する

ための電共研をしっかり検討）、関連他社調整を進める）｀ 

 3. ただし、最終的に平成 14 年バックチェックベース（改造不要）ということで乗り

切れる可能性はなく、数年後には（どのような形かはともかく）推本津波をプラク テ

ィス化して対応をはかる必要がある。  

ということについて、やはり A 3、2 枚程度でまとめた方がよいと思います。 

 基本的には武藤さんまで説明している内容のエッセンスを 2 枚でまとめる、でよい 

ですが、注意する点は、その後の原電～茨城県等、武藤さんに話をしていない内容に 

ついては記載しない ．（逆に、本店内でその件を吉田部長以上に説明することを急ぐ

必要有り ）。  

********************************************"'********** 

東京電力株式会社 原子力設備管哩部新潟県中越沖地震対策センター  

土木調査 Gr 
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 酒井俊朗 

 住所 ：〒100－8560 東京都千代田区内幸町 1-1-3: 

 ************************************************** 

 

 

 

                          

 

 

 

今村教授の見解をごまかしては

いけない。 

今村文彦教授は、「福島県沖海

溝沿いで大地震が発生すること

は否定できず、波源として考慮

するべきであるとの見解。」と

はっきり述べている。 
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津波対策は不可避という結論付けされていたので、想定

外というウソは言い逃れで、許されない。 
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（10） 被告東電の資料    （甲ロ第 116 号証） 

 

 上記、アンダーライン個所及び  個所は、重大なことが記されている。特

に、「福島第一原子力発電所・福島第二原子力発電所の『止める』『冷やす』

『閉じ込める』ための安全上重要な設備において、安全機能は維持されるものと

考えております。」と、しっかり語っていることは見逃せない。事故はおきな

いことを断言している。 
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● 参考 所在町情報会議≪NHK ニュース≫ 

東京電力のデータ改ざん問題について、原子力発電所所在町の双葉郡の住民

組織の「所在町情報会議」が、東京電力(株) 大出第一、高橋第二発電所長の

出席の下に行われた。NHK ニュース動画の切り取り映像。 

 現地では真面目に発電所周辺自治体住民が、安全に対する会議を行っていた

ことをわかっていただきたいので、ここに示した。 

大出福島第一所長 



 54 / 86 

 

 

  この時、大出所長、高橋所長らは、「長期評価」の存在を知りながら、双

葉郡の町民代表に発電所の安全・安心を語っていた。 

高橋福島第二所長 
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● 1 号機・3 号機の爆発発生 

 

          1 号機と 3 号機の爆発の違い 

 上記の映像から、机上論の安全確保という、地元住民への宣伝はウソだった

ことが証明された瞬間である。 

 原子力産業の宣伝文句の「止める」「冷やす」「閉じ込める」は、地元を騙

す言葉に過ぎないことが、この一瞬で露見したのである。この次に、登場した

騙し文句が、山下俊一先生の有名なニコニコしていろという、被ばく者を卑下
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した言葉遊びである。 

 

    上記の写真は、むごたらしい安全神話の成れの果てである。 
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（11） 貞観津波問題協議の実態  （甲ロ第 117 号証） 
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このときは、もはや悪あがきをやめて、自然な流れに従い、発電

所の運転を停止すればよかった。 

何よりも、発電所立地の町に事実を告げないで、東京で原発を操作したのが

大きな間違いだった。発電所の現場にこの事実を伝え、判断させれば、世界最

大のレベル２８の規模の原発事故には至らせなかったと確信している。 

 

 

 

 

● ＯＰ＋10ｍ盤と津波 

 

 上記は、第一原発の建設前の断面との比較図 
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 本件事故は、原発を津波が壊したが、現場に方向を任せれば壊すことはなか

った。特に、原告（双葉町長）に貞観津波の実態を報告していれば、直ちに発

電所の運転を止めるよう求めていたので、津波がきても原子炉の暴走は止めら

れ、双葉町が壊されることはなかった。 

 

 

 上記は、津波の高さの呼称の解説。 

 

 

 上記の写真は、本件大津波の押し寄せる波の形状の写真。陸地に向かって平
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行に押し寄せていることを証明している。したがって、南防波堤側には OP＋

15.7ⅿの津波が襲来し、正面はそれより低いので OP＋10ｍ盤を超えないとし

た論理が、虚偽だったことをこの写真が証明している。 

 

● 被告東電第一原発、東海第二原子力発電所、女川原子力発電所の被災状況

の比較図 

 

 上記図（東京電力資料より）は、第一原子力発電所に迫る本件津波の波高と

施設への浸水状況解説図 

タービン建屋、コントロール建屋内の地下施設に浸水していることが記され

ている。原子炉用の重要な電源の動力回路、及び操作回路を地下に設置した設

計が間違っていたことを立証した。また、海水ポンプの高水位を 6.1ⅿとした

想定高さは、当該発電所の当初の設計が完全に失敗した結果を露見させた。 
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  上記図は、女川原子力発電所の被災状況。13ⅿの津波に、高さ 0.8m の余

裕が津波被害を回避したようだ。しかし、海水ポンプ部から逆流した海水が、

原子炉建屋付属棟に浸水した。これでも大事故に至らなかったのは、長期評価

に対応する工事を行った効果と聞いている。 

 

 

  図 8.3‐2 は、東海第二発電所の被災状況。この発電所も長期評価に対応す
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る対策を行っていたので、本件津波に耐えることができたと聞いている。 

● 福島第一原子力発電所のドライサイトはいずこへ行った 

   平成 23 年 3 月 11 日 午後 3 時 35 分 16 秒 東京電力撮影開始 

  

7 分 24 秒後               8 分 38 秒後 

上記の写真は、津波の前と OP＋10ｍ盤に遡上した津波との水位の比較をす

るために示したもの。上記写真では、約５～７ｍの高さの浸水があったことが

認められる。したがって、OP＋10ⅿの盤には津波が上がらないという説示は

間違いだったことを証明している。 

 

  

25 分 44 秒後           25 分 48 秒後 

  上記写真は、OP＋10ⅿ盤から、25ⅿ盤に至るのり面まで津波が到達した

状況写真。この写真から判断できることは、本件津波は 10ⅿ盤をはるかに超

えていたことを証明するために示した。本書 34 頁の国土庁が示していた浸
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水図は正確だったことを証明している。 

 

● 参考例 

港湾関係の許認可申請書（東通原子力の事例を参考に）    

 

 被告らは、防波堤、防潮堤と軽く語っているが、許認可について下記表に示

されている手続きが必要である。この手続きの前に、地元との事前了解という

合意形成を経なければならない。地元の合意形成には、①福島県並びに福島県

議会、②立地町と町議会、③福島県安全確保技術連絡会、④福島県安全確保連

絡会、⑤福島県原子力発電所所在町協議会等の調整が必要になる。又、海流に

変化を及ぼすので、環境影響調査も考えなければならない。それに続くのが、

設計、施工及び完成となるまでの時間は、相当長期間になることを考慮しなけ

ればならないだろう。  

 「善意の国民」が示している短期間で応急対策ができるというのは、あくま

で応急の仮設を語っているので、被告国の第 26 準備書面の全文で語っている

恒久対策とは、主張が同軸になっていない。 

下記の例は、手続きと工事期間を含めた正式な例を示したもので、参考であ

る。原告自身は、行政の長として法令に則った施政を執行しなければならない

ことは周知しており、又、町長就任前の工事業者として、起案、設計を行う前

の調査には、下記に示したようなことを熟知していなければフローチャートが

描けなかったので、当然なことと理解している。 
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※ 注：以下の資料では、防波堤になっているが、津波対策では現実的な

防潮壁という構造になることをご理解願いたい。 

 

 本件、福島第一原子力発電所は、格納容器のキャパシティーにも問題があっ

たのだから、長期評価が示された段階で、大規模な改良工事が必要だったので、
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ウソと偽装で乗り切れるものではなかった。事故を防げなかった現実に向き合

い、これ以上ウソをつくのはやめた方が良い。 

 

（12）酒井俊朗氏のメールから見えてくるもの （甲ロ第 118 号証） 

これは、2008 年 7 月 31 日付け 東電の酒井俊朗氏のメールの写しである 
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 ここは短く解説すると、「・本件。初耳かもしれませんが、経緯としては

『土木学会津波策定後、推本が太平洋側の津波評価を公表していますが、それ

によると、三陸沖の津波地震について、過去に発生していない、宮城沖南部～茨

城沖北部にかけて、どこでも発生しうる』となっており、女川・福島・東海サイ

トで、土木学会津波評価を上回る可能性となります。」という記述が目に

留まり、ここに掲載した。 

注目すべきは、被告東電の武藤副社長が福島第一原発の津波対策に難色を示

し、長期評価を除外するために、土木学会津波評価部会にサジを投げようとし

ていたことは、土木学会津波評価を上回る可能性を滅却して、自社の危機

管理を放棄することが、目的だったように原告は理解することにしている。 
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 被告東電もいよいよ焦りが見えてきたようだ。この文書を公開すれば、「止

める」「冷やす」「閉じ込める」が実現できないウソだったことが世間に知ら

れて、恥をかかなくてもよかったのにと思う。 

1． 経緯・背景では、・評価にあたり推本見解を無視することはできない

一方、簡単に採用するわけにはいかず、慎重な対応が必要である。 

2． 問題点の抽出・分析 ①NISA 合同 WG の阿部勝征主査は、～推本見

解を否定することは不可能。②～今村先生も～推本を無視することは

困難。③推本見解を否定できる地震学的データはない。④土木学会

「原子力発電所の津波評価技術」発刊時には、推本見解が出されてい

なかったことから、～各社の対応が統一されていない。⑤推本見解を

採用した途端に既往評価水位を大幅に上回るため、必要となる対策を

短期間に取ることは不可能。 

3． 今後の課題 （c）上記（a）、（b）を実施したとしても、推本見解を

完全否定することは困難であることから、改訂前までに可能な対策を

随時進める。 

 と、以上の要点を抜き書きしたが、いずれも推本見解を否定してない。で

は、武藤副社長は、なぜ、三陸沖～福島沖～茨城沖～房総沖のどこで見起き

るとされている推本見解を否定してまで、福島第一原発の津波対策の判断を

土木学会へ求めようとしたのかが、未だに解明されていない。社運を推本見

解に求めなかった結果、事故を起こし、発電所立地の双葉町を壊し、町民を

奈落の底へ落とす意味が未だに分からない。その責任を、武藤副社長に取っ

てもらうのが常軌というものである。 
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(13) 本当の加害者たち  （甲ロ第 119 号証） 

平成 23 年３月３日の文部科学省の「不透明な情報交換会」 

地震調査委員会事務局が、東電、東北電力、原電の３社と会議を開いて貞

観地震・津波の情報を修正するように求めたことに対して、それに事務局が

応じたことが記載されている。 

したがって、本件事故の地震・津波の防災対策の予告を阻み、太平洋沿岸

市町村の住民を死に追いやったのは、この会議に出席した者たちの意図的

な人災であることが分かる。 

以下は、秘密会議の事実を報じた新聞記事である。これをもって最高裁の

「津波対策をしても本件事故は防げなかった」という判示が虚偽であること

が分かる。 
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 原告は、ウソが嫌いだ。ウソは自分に利益を生み、相手（世間）に損をも

たらす。上記のウソで東日本大震災の犠牲になられた方々は、国に損害賠償

請求をしなければならない。 
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(14) 東日本大震災の勝者  （甲ロ第 120 号証） 
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 上記の東北電力女川原発は震源地に近く、津波の大きさが東電第一よりも巨

大だった女川原発は、津波対策をしていたので事故に至らなかったと説明され

ている。 

 津波対策をしないように企んだ東電第一は、もの見事に津波に襲われて、大

事な財産の発電所を壊してしまった。津波対策を実施させなかった経営者らの

責任は天文学的な大きさで、損害額も史上に例をみないほど多きいものと感心

を持っている。 

 本件事故は、被告東電・被告国のウソを自然が証明した事件であるとことを、

女川原発が明らかにしてくれた。 
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以下は、上記の   で囲った箇所を拡大して、被告らに示すものである 

 

※ 止めるー設計どおり原子炉が自動停止 

※ 冷やすー冷却機能を確保 

※ 閉じ込めるー放射性物質を閉じ込める 

 上記の３つの機能が正確に作動して、原子炉は無事冷温停止した。 

これは、正直者の勝利であり、一方、被告東電は、ウソ・偽りの敗者である。

この敗者の犠牲に、原告ら発電所周辺の住民がされることは全くない。 
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 （15）  総務省 OFC 勧告 第一次勧告・回答  （甲ロ第 121 号証） 

 ここに、総務省 OFC 勧告 第一次勧告・回答を提示したかといえば、被告

国には自分の監理・監督の不作為を認めず、原告に対し証拠の伴わない主張を

第 26 準備書面で行っているからである。以下、当勧告と回答に原告の解釈を

行っていく。 

 

原告の解釈：特になし 
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原告の解釈：経済産業省は空疎を語っている。本件事故に際して保安検査官た

ちは、全く使いものにならなかったことの裏返しを示している。 
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原告の解釈：不作為の塊で、双葉町へは事故発生時から、原告が双葉町災害対

策本部長でいる間、情報提供も連絡も一切なかった。原子力防災専門官の姿を

確認することもできなかった。 
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原告の解釈：ここは、作文で、実際に機能したわけではない。 
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原告の解釈：ウソを語っている。テレビ会議システムは使っていないし、オフ

サイトセンターについても、機能させなかった。 
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原告の解釈：④につては、不明で解釈ができない。 
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原告の解釈：何もやっていない。したがって形がないので、バックチェックす

ら不可能だった。 
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原告の解釈：まるで、やるやる詐欺にかかったようで、言葉が浮かんでこない。 
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原告の解釈：本件事故時に、指摘されていた高性能フィルターを換気設備に取

り付けていないので、大熊のオフサイトセンターを引き上げさせた。総務省の

指摘を完成させなかった国、県の不作為により放射性物質の侵入を許してしま

った。 

 

（16）津波対策の推進に関する法律  （甲イ第 57 号証） 

  （平成 23 年 6 月 24 日法律第 77 号） 

 津波は、平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災においても明らかになった

ように、一度発生すると、広域にわたり、国民の生命、身体及び財産に甚大な被害を及ぼ

すとともに、我が国の経済社会の健全な発展に深刻な影響を及ぼすおそれがある災害であ

る。我が国は、過去幾度となく津波により甚大な被害を受け、また、東日本大震災により

多くの尊い命を失ったことは、痛恨の極みである。さらに、東日本大震災では、原子力発

電所の事故による災害の発生により、地域住民の生活及び我が国の経済社会に深刻な影響

を及ぼしている。 

他方、津波は、その発生に際して国民が迅速かつ適切な行動をとることにより、人命に

対する被害を相当程度軽減することができることから、津波及び津波による被害の特性、

津波に備える必要性等に関する国民の理解と関心を深めることが特に重要であり、東日本

大震災という未曽有の大災害を受け、その重要性が一層高まっている。 

我が国は、地殻の境界及びその周辺に位置し、常に、大規模な地震及びこれに伴う津波

による被害を受ける危険にさらされており、多数の人命を奪った東日本大震災の惨禍を二

度と繰り返すことのないよう、これまでの津波対策が必ずしも十分でなかったことを国と

して率直に反省し、津波に関する最新の知見及び先人の知恵、行動その他の歴史的教訓を

踏まえつつ、津波対策に万全を期する必要がある。 
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ここに、津波に関する基本的認識を明らかにするとともに、津波対策を総合的かつ効果

的に推進するため、この法律を制定する。 

 

民主党政権での廃案と批判 ≪ウイキペディアより≫ 

 

 「6 月 11 日に議員立法で提出したが第 174 回国会衆議院本会議で民主党が

消極的だったために本格審議されずに継続審議の『つるし』扱いとなってい

た。」とは、国会議員の体質の汚点を露見した大問題である。 

 「2011 年（平成 23 年）3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震の死者の 90.64％

（14.308 人）が大津波による溺死という甚大な被害が生じた。」この死者たち
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は、政府の不作為による死であって、国家賠償事案であることは間違いがない。 

 

まとめ 

 東北地方太平洋沖地震による災害の起源は、中央防災会議の形骸化による、

任務懈怠で被害が甚大化した。随伴事象で東京電力株式会社福島第一原子力発

電所に長期評価で示されていた大津波が襲い、なす術もなく壊れた。 

 当準備書面は、被告国の第 26 準備書面に反論するもので、（その 1）と（そ

の 2）の 2 部に分けて、本準備書面は（その 1）として、事故に至る経緯を中

心に述べたものである。 

 原告は事故発生当時、双葉町長をしており、災害発生時には双葉町災害対策

本部長として、町民の生命、身体及び財産を保護することが、災害対策基本法

並びに双葉町地域防災計画及び同原子力災害対策計画に定められていた。この

取り決めに原子力災害対策特別措置法が加わり、同法に基づき「原子力災害緊

急事態宣言」が発出されて、現在に至っている。 

 被告第 26 準備書面は、原告側の専門家の「善意の国民」の提言に批判・反

論を述べているが、被告国の事故前の足跡をたどり、被告国に批判できるだけ

の実績があるのかを質さなければならないので、様々な角度から代表する資料

を提示して、被告の批判に正当性はありませんよという説明を、原告自身が統

括して第３７準備書面（その 1）に提示したものである。 

 おわり 


